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新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえたガス料金の取り扱いについて 

 

 

この度の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、３月１９日に資源エネルギー庁から「新

型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請について」が発出さ

れたことを受け、弊社をご利用のお客さまへガス料金の特別措置を行います。 

特別措置による供給条件の内容については、以下の通りです。 

 

【対 象】 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金・総合支援資金の貸付を受け、

弊社にお申し出のあったお客さま。 

【内 容】 

お申し出のあったお客さまの２０２０年２月、３月及び４月分の各ガス料金の支払期限日

をそれぞれ１ヶ月間延長する。 

【適用開始日】 

２０２０年３月２５日（水）  

※お申し出受付開始日も３月２５日（水）といたします。 

【お客さまのお問い合わせ・お申し込み先】 

    久留米ガス㈱ お客さまサービスチーム 電話：０９４２-３６-２６００ 

     受付時間 平日８：５０～１７：３５ 

以上 


